
高知カツオ県民会議 第 25回カツオ食文化分科会 議事録 

場 所 株式会社丸三 会議室 

開催日 令和２年２月２７日 １３：００～１５：００ 

参加者 

（株）ノーベル 木村祐二  和建設(株) 中澤陽一 

ザクラウンパレス高知新阪急 中西克行 アサヒビール㈱高知支社 植田泰正 

(株)エースワン 天羽智彦  (株)ティーエルホールディングス 久保公晶 

(株)サンプラザ 中村健   高知カツオ県民会議事務局 奥代智 

食文化分科会事務局 別府康高    合計９名 

 

１．高知カツオ県民会議 カツオマイスターロゴマークの類似商標について 

カツオマイスターの認定証やのぼりに使用しているロゴマークに類似したマークが、マイスター発表前から

すでに使用されており、先方は商標登録出願中であることがカツオ県民会議事務局より報告された。

この件について 2019 年 5 月から継続して、先方へのお詫びはもちろんのこと、今後のカツオ県民会議

の活動への理解や、協力を依頼しており、現在おおむね承諾を得ている。 

この件への対策として、以下のカツオマイスターロゴマーク使用案を、幹事会にはかることとした。 

①デザインの変更：「魚へん＋かつお」というひらがなを組み合わせたデザインを、漢字の「鰹」に変更 

②旧デザインの使用は、製作済みの２００セットに限定する 

③今後製作されるツールは、新デザインを使用する 

➃新しいカツオマイスターのロゴは商標登録をおこなう 

※登録費用、効率的な登録方法、についてはカツオ県民会議事務局にて確認する。 

 

２．カツオマイスター商標の商用利用について 

マイスターには、できるだけ安価（できれば無料）で使ってもらいたい。しかしその一方で、カツオマイスター

制度の維持費用をどうねん出するのかが課題である。 

・ホームページへマイスター所属店舗を有料掲載する 

・『のぼり』など消耗品の販売で収益を上げる 

・チラシなどへのロゴマーク使用料をとる 

など提案を頂いた。その他に、第 18 回の分科会でも高知カツオマイスターロゴマークの利用について協

議があり、デザイン会社に 1件 3,000円で委託する案も出されていた。 

なお、この協議の中で、『運営主体はどこになるのか』という議論があった。分科会は、商標登録は高

知カツオ県民会議とし、マイスター制度運営はカツオ県民会議事務局が担うことを提案したい。そのた

めに、それを踏まえた来期事務局費用予算を計上することをお願いした。 

 

３．カツオマイスター認定 分科会審査 

2020 年 1 月末締切分 申請者２名について、書類審査をおこなった。委員全員の賛同をえて、次回

の幹事会で 2次審査を受けることとなった。 

 

【次回日程】    未定 


